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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について下記のとおり、平成20年６月27日（金）

開催予定の第51回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

（１）変更の理由 

   昨年９月30日の金融商品取引法施行に伴い、「証券業」の名称が「金融商品取引業」に、ま 

た「証券仲介業」の名称が「金融商品仲介業」に改称されたとともに、金融商品取引業の対 

象として、「金融先物取引業」、「投資運用業」、「投資助言・代理業」、「商品投資販売業」等が 

追加された事に対応するため、現行定款第２条（目的）の文言に所要の変更を行うものであ 

ります。 

 

（２）変更の内容 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

（１）証券取引法に規定する証券業 

 

（２）投資信託及び投資法人に関する法律 

に規定する投資信託委託業、並びに 

有価証券に係る投資顧問業の規制等に

関する法律に規定する投資顧問業及び

投資一任に関する業務 

（３）（条文省略） 

（４）金融先物取引法に規定する金融先物 

取引業 

（５）商品投資に係る事業の規制に関する 

法律に規定する商品投資販売業及び商

品投資顧問業 

（６）証券仲介業 

 

（７）～（12） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

（１）金融商品取引法に規定する金融商品 

取引業 

（削 除） 

 

 

 

 

（２）（現行どおり） 

（削 除） 

 

（３）商品投資に係る事業の規制に関する 

法律に規定する商品投資顧問業 

 

（４）金融商品取引法に規定する金融商品 

仲介業 

（５）～（10）（現行どおり） 

第３条～第45条 （条文省略） 第３条～第45条 （現行どおり） 

 

（３）今後の日程 

   平成20年６月27日 第51回定時株主総会開催 

            定款変更の効力発生 

以  上 


